
以下では、達人ソフトでの電手（三菱電手決済サービス）で債権譲渡の流れ・処理方法をご説明致します。 

 

 

 

電手債権は一般的に、以下のような流れで譲渡処理が行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、達人には譲渡に関わるメニューがいくつかございますが、 

それぞれ以下のような場合に使用します。 

 

 

 

 

■[3.譲渡支払案内印刷]メニュー 

電手債権を譲渡する前に取引先に対して送付する、「譲渡支払案内」を出力することが可能です。 

■[4.譲渡申込書作成]メニュー 

電手債権の譲渡申込書（三菱 UFJ 銀行／三菱 UFJ ファクター向け）を作成することが可能です。 

■[5.譲渡成立入力]メニュー 

三菱 UFJ 銀行（金融機関）より「譲渡のお知らせ（③）」が FAX または E-Mail で届いた際に、譲渡成立入力を行います。 

電手（三菱電手決済サービス）の債権譲渡処理方法 

譲渡の流れ 

①譲渡手続 

三菱 UFJ 銀行（金融機関）に対して、WEB もしくは FAX にて 電手債権の譲渡記録の手続きを行います。 

②受付完了通知 

三菱 UFJ 銀行（金融機関）から、自社宛てに譲渡記録の「受付完了通知」が届きます。 

③譲渡のお知らせ 

譲渡が確定すると、譲渡先（譲受人／取引先）+自社宛てにメールもしくは FAX で「譲渡のお知らせ」が届きます。 

④譲渡処理が完了 

電手債権の譲渡処理が完了します。 

譲渡関連メニュー 



以上を踏まえ、達人ではお客様の運用に応じ、以下のような流れで管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理フロー 



 

 

ここからは、達人での譲渡関連メニューの操作・処理方法についてご説明致します。 

 

 

メニュー：[電手]-[日常処理]-[1.電手債権]-[3.譲渡支払案内印刷] 

 

【譲渡支払案内を新規印刷する】 

①出力区分の選択画面で「新規印刷」にチェック☑を付け、[F5 OK]ボタンを押下します。 

 

 

②譲渡するデータを検索します。 

 必要に応じてデータの抽出条件の指定、また入力必須欄では 

 譲渡案内発行日や相手先（譲渡先）などの指定を行い、[F6 検索]します。 

 

 

 

 

 

 

 

各メニューの操作方法 

<入力必須欄> 

●譲渡案内文書№ …文書№を指定します。 

●譲渡案内発行日 …譲渡案内を発行（出力）する日付を指定します。 

●J 譲受人 …譲渡する取引先（譲受人）を指定します。 

●譲渡予定日 …譲渡予定日を指定します。 



③検索結果が表示されます。 

 譲渡を行うデータの明細をクリック選択し、[F8 譲渡払額]ボタンを押下します。 

 

 

④「譲渡支払額入力」画面が表示されます。 

 譲渡予定額を入力し、[F5 適用]ボタンを押下します。 

 

 

⑤ ④で指定した譲渡予定額が入ります。 

 

 

 

譲渡時の保証の有無を『無』に変更する場合は、[F10 保証有無]ボタンを押下で表示される 

「譲渡時保証有無」画面で、『無』を選択してください。 

 



⑥譲渡支払案内を印刷する場合は、[F2 印刷]／[F3 プレビュー]を押下します。 

  

 譲渡支払案内を印刷せず、譲渡予定登録のみ行う場合は 

 そのまま[F5 登録]を行います。（その後は手順⑧へお進みください。） 

 

 

⑦譲渡支払案内が印刷／プレビューされます。 

 

 

 

案内書のタイトルや文章の編集、取引先（相手先）や自社の会社名や担当者名などの項目の印字位置の 

編集を行う場合は、同メニューの[F9 設定]で表示される「印刷内容設定」画面から行います。 

 

必要に応じて、編集・変更ください。 

 

 



⑧譲渡案内の印刷／プレビュー、もしくは[F5 登録]が実行された場合、 

 該当データの状態欄が「譲渡案内」になります。 

 

 

 

【譲渡支払案内を再印刷する／印刷・登録を取り消しする】 

①出力区分の選択画面で「再印刷・印刷取消」にチェック☑を付け、[F5 選択]ボタンを押下します。 

 

 

②案内を再印刷／印刷取消するデータを検索します。 

 必要に応じて発行日や相手先（譲渡先/譲受人）の条件指定を行い、[F6 検索]します。 

 （※条件未指定の場合、譲渡案内済のデータ全件が検索されます。） 

 

 

 



③検索結果が表示されます。 

 案内の再印刷を行う場合は[F2 印刷]／[F3 プレビュー]ボタンを押下、 

 印刷の取り消しを行う場合は[F7 取消]ボタンを押下します。 

 

 

④[F7 取消]を実行した場合、以下の確認メッセージが表示されます。 

 [はい] で進むと、譲渡案内（印刷・登録状態）が取り消されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

メニュー：[電手]-[日常処理]-[1.電手債権]-[4.譲渡申込書作成] 

 

【譲渡申込書の作成 ｜ 譲渡支払案内を引用して印刷する】 

[譲渡支払案内印刷]メニューで譲渡予定の登録を行っていた（譲渡支払案内を印刷していた）場合は、 

譲渡支払案内を引用して申込書の作成を行うことが可能です。 

（※譲渡支払案内を行っていない場合は、「新規印刷」をご選択ください。） 

 

①出力区分の選択画面で「譲渡支払案内を引用して印刷」にチェック☑を付け、[F5 OK]ボタンを押下します。 

 

 

②申込書を作成するデータを検索します。 

 必要に応じてデータの抽出条件の指定、また入力必須欄では譲渡申込日の指定を行い、[F6 検索]します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<入力必須欄> 

●譲渡申込日 …譲渡申し込み日を指定します。 

 

｟注意！｠ 

[3.譲渡支払案内印刷]メニューで指定した譲渡予定日以前の日付を指定する必要がございます。 

(例) [3.譲渡支払案内印刷]メニューで譲渡予定日に「9/26」を指定しているデータの申込書を作成する場合、 

本メニューで指定する譲渡申込日は「～9/26」である必要があります。 

（※9/27～を指定した場合、譲渡予定日 9/26 のデータは検索対象外となります。） 



③検索の結果、複数の譲渡案内データがある場合、 

 以下のように「登録データ照会」画面が表示されます。 

 （※譲渡案内データが複数存在しない場合は、④の画面に移ります。） 

  

 申込書を作成する（譲渡案内）明細をクリック選択し、[F1 選択]を押下します。 

 

 

④「譲渡申込書作成」画面が開きます。 

 申込書の作成を行う場合は、[F2 印刷]／[F3 プレビュー]を押下します。 

  

 譲渡申込書を印刷せず、譲渡申請登録のみ行う場合は 

 そのまま[F5 登録]を行います。（その後は手順⑥へ進みます。） 

 

 

 

申込書に確認番号を記載する場合は、[F9 確認番号]ボタン押下で表示される画面で「☑入力する」にチェックを付加し、

番号 4 桁を指定して印刷／プレビューください。 

 

[F2 印刷]／[F3 プレビュー]

時に確認番号を指定 



⑤譲渡申込書が印刷／プレビューされます。 

 

 

⑥譲渡申込書の印刷／プレビュー、もしくは[F5 登録]が実行された場合、 

 該当データの状態欄が「譲渡申請」になります。 

 

 

 

【譲渡申込書の作成 ｜ 新規印刷する】 

①出力区分の選択画面で「新規印刷」にチェック☑を付け、[F5 OK]ボタンを押下します。 

 



②申込書を作成するデータを検索します。 

 必要に応じてデータの抽出条件の指定、また入力必須欄では 

 譲渡申込日や譲渡先（譲受人）などの指定を行い、[F6 検索]します。 

 

 

 

 

 

 

 

③検索結果が表示されます。 

 譲渡を行うデータの明細をクリック選択し、[F8 譲渡払額]ボタンを押下します。 

 

 

④「譲渡支払額入力」画面が表示されます。 

 譲渡金額を入力し、[F5 適用]ボタンを押下します。 

 

<入力必須欄> 

●譲渡申込日 …譲渡を申し込む日を指定します。 

●J 譲受人 …譲渡する取引先（譲受人）を指定します。 

●譲渡希望日 …譲渡希望日を指定します。 



⑤ ④で指定した譲渡金額が入ります。 

 

 

 

譲渡時の保証の有無を『無』に変更する場合は、[F10 保証有無]ボタンを押下で表示される 

「譲渡時保証有無」画面で、『無』を選択してください。 

 

 

 

⑥申込書の作成を行う場合は、[F2 印刷]／[F3 プレビュー]を押下します。 

  

 譲渡申込書を印刷せず、譲渡申請登録のみ行う場合は 

 そのまま[F5 登録]を行います。（その後は手順⑧へ進みます。） 

 

 

 

申込書に確認番号を記載する場合は、[F9 確認番号]ボタン押下で表示される画面で「☑入力する」にチェックを付加し、

番号 4 桁を指定して印刷／プレビューください。 

 

[F2 印刷]／[F3 プレビュー]

時に確認番号を指定 



⑤譲渡申込書が印刷／プレビューされます。 

 

 

⑧譲渡申込書の印刷／プレビュー、もしくは[F5 登録]が実行された場合、 

 該当データの状態欄が「譲渡申請」になります。 

 

 

 

【譲渡申込書を再印刷する／印刷・登録を取り消しする】 

①出力区分の選択画面で「再印刷・印刷取消」にチェック☑を付け、[F5 OK]ボタンを押下します。 

 



②申込書を再印刷／印刷取消するデータを検索します。 

 必要に応じて譲渡申込日や相手先（譲渡先/譲受人）の条件指定を行い、[F6 検索]します。 

 （※条件未指定の場合、譲渡申請済のデータ全件が検索されます。） 

 

 

③検索結果が表示されます。 

 ●申込書の再印刷を行う場合は[F1 選択]ボタンを押下します。 

 ●申込書の印刷・申請登録を取り消す場合は[F3 取消]ボタンを押下します。 

 

 

《再印刷》 

表示された画面で[F2 再印刷]／[F3 プレビュー]を押下して、申込書を再印刷します。 

 

 

《印刷・申請取消》 

[F3 取消]を押下すると、取消確認のメッセージが表示されます。 

[はい] で進むと、譲渡申込（印刷・申請状態）が取り消されます。 

 

 



 

メニュー：[電手]-[日常処理]-[1.電手債権]-[5.譲渡成立入力] 

 

①譲渡成立処理を行うデータを検索します。 

 必要に応じてデータの抽出条件の指定、また入力必須欄では 

 譲渡予定日や譲渡先（譲受人）などの指定を行い、[F6 検索]します。 

 

 

 

 

 

 

②検索結果が表示されます。 

 ここからの処理は、「譲渡案内・譲渡申請状態のデータを処理する」か、 

 「新規で譲渡成立処理を行う」かによって手順が異なってきます。 

 

 

 

すでに譲渡成立済のデータも検索対象に含

める場合は、「譲渡成立」にもチェック☑

を付けて下さい。 

 

<入力必須欄> 

●譲渡申込日 …譲渡申込日を指定します。 

●J 譲受人 …譲渡する取引先（譲受人）を指定します。 



【譲渡案内・譲渡申請状態のデータを処理する】 

③処理するデータの譲渡欄にチェックをつけ、[F5 更新]ボタンを押下します。 

 

 

④更新確認のメッセージを [はい] で進みます。 

 

 

⑤譲渡成立処理が完了し、状態が「譲渡成立」に変わります。 

 

 

 

 



【新規で譲渡成立処理を行う】 

譲渡支払案内や譲渡申込書を作成せずに、そのまま譲渡成立処理を行います。 

 

③譲渡成立処理を行うデータの明細をクリック選択し、[F8 譲渡払額]ボタンを押下します。 

 

 

④「譲渡支払額入力」画面が表示されます。 

 譲渡金額を入力し、[F5 保存]ボタンを押下します。 

 

 

⑤ ④で指定した譲渡金額が入り、譲渡欄にもチェックが入ります。 

 



 

譲渡時の保証の有無を『無』に変更する場合は、[F10 保証有無]ボタンを押下で表示される 

「譲渡時保証有無」画面で、『無』を選択してください。 

 

 

 

⑥[F5 更新]ボタンを押下します。 

 

 

⑦更新確認のメッセージを [はい] で進みます。 

 

 

⑧譲渡成立処理が完了し、状態が「譲渡成立」に変わります。 

 



【譲渡成立処理を取り消す】 

①譲渡処理を取り消すデータを検索します。 

 状態欄は「譲渡成立」にチェック☑を付け、入力必須欄では（取り消すデータで指定していた）譲渡予定日と 

J 譲受人を指定して、 [F6 検索]ボタンを押下します。 

 

 

②検索結果が表示されます。 

 

 

③処理を取り消すデータの譲渡欄のチェックを外し、[F5 更新]を押下します。 

 



④確認のメッセージを [はい] で進みます。 

 

 

⑤譲渡成立の取り消しが完了し、状態欄のフラグが変化します。 

 

 

 

 

電手（三菱電手決済サービス）の債権譲渡の流れ・処理方法をご説明は以上となります。 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

【お問い合わせ】 

○サポートセンター○ 

TEL：050-2018-2788 

（月～金曜日／9:30～12:00、13:00～17:00） ※祝日は除く 


